
 
 

１ 地方分権改革の一層の推進 
 ○ 国と地方の役割分担の抜本的な見直し 

  ・ 地方は，創意工夫しながら自らの発想で独自の施策を講じ， 

   国は，目まぐるしく変化する国際情勢や経済環境に集中的に対応できるよう， 

   国と地方の役割を抜本的に見直し，地方に権限や財源を移譲すること。 

 ○ 抜本的な見直しが行われるまでの当面の対応 
  ・ 地方分権改革をはじめ様々な政策分野における課題や今後の取組を協議するため， 

   「国と地方の協議の場」に分野別の分科会を設置すること。 

  ・ 義務付け・枠付けの廃止等見直しを進め，閣法や議員立法の成立過程において，地方の 

   意見を聴取する場を設置すること。また，計画の策定など，国が地方に実質的に義務付けて  

   いる事務については，確実に財政措置を行うこと。 

  ・ 提案募集方式について，税財源に関することや，国が直接執行する事業の運用改善 

   も提案対象に含めるなど，制度を充実すること。 
 
２ 地方分権型道州制の実現 
  ・ 地方分権型の道州制の実現に向けて，道州制の制度設計等を本格的に議論するた 
   めの具体的な取組を促進すること。 

 

国への提案事項 

【提案先省庁：内閣府】 

３ 東京一極集中の是正  
 （２） 地方分権改革の一層の推進 



３ 東京一極集中の是正 
 （２） 地方分権改革の一層の推進 

 

１ 地方分権改革の一層の推進 
 ● 国と地方の役割分担の抜本的な見直し 
  ・ 地方自らが国の関与を受けることなく，自らの判断で施策を実施することで，地方に活力が生ま

れ，日本全体に活力が生まれる。 
    このため，現行の都道府県制の下においても，自治立法権，特に今後は条例制定権の拡大や， 
   課税自主権を含めた地方の権限・財源を拡大・強化する必要がある。 

 ● 抜本的な見直しが行われるまでの当面の対応 
  ・ 「国と地方の協議の場」は，地方の意見を反映させる場として，十分に機能していない。 

  ・ 義務付け・枠付けは，依然として多用されているどころか，計画策定事務など新たな義務付けが
行われており，地方の自由度は低下している。 

  ・ 提案募集の対象は，権限移譲又は義務付け・枠付けの見直しなど地方に対する規制緩和に限         
定されているため，地方の意欲と知恵を十分に活かし切れていない。 

 

２ 地方分権型道州制の実現 
  ・ 国全体の活力と成長を促進するためには，国の機能を大幅に移譲した新たな広域自治体を形成

することにより，国と地方双方の政府機能を強化した「地方分権型道州制」を実現することが必要で
ある。 

  ・ しかしながら，自由民主党道州制推進本部による道州制推進基本法案の平成２６年通常国会へ
の提出が見送られて以降，平成30年には同本部が廃止され，令和元年の参議院議員通常選挙で
は，政権公約に道州制の導入を掲げている政党は１つしかない。 
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